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別紙 １ 　　　　平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 ○○-○○ 事務事業名 ○○市△△協議会補助事業 作成部署 ○○部 ○○課

事務事業開始年度 S53
根拠法令等

〃  終了予定年度

内線○○○

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 ○○　△△ 課長職名 △△　○○ 作成日 平成22年5月　　日

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） いきいきとした交流と連携のまち

節） 開かれた市政

施策） 行財政運営

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

【△△協議会の活動】
　　調査員として各種△△業務に従事。
　　視察研修を実施。

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　同　上

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

△△協議会会員、△△事務

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

△△事務（国の法律で実施される△△調査）を円滑かつ効率的に実施するため、△△協議会
の協力を得る。
会員の△△に関する調査力の向上や情報交換を図ることに対して補助する。

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

 地方債
直接事業費

 国支出金

 道支出金

 その他特財

 一般財源 100 100 100 100

0.10

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ① 合　計 100 100 100 100

 ② 人　数（年間） 0.20 0.10 0.10

 ④ ＝②×③ 1,800 900 900 900

　総　事　業　費  ①＋④ 1,900 1,000 1,000 1,000

人  件  費
（概算）

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値） 23年度(予定値)

25 25

調査員必要人数 25 250 25 25

活 動
指 標

会員数 35 35 35 35

調査従事者数 25 238

基 本
指 標

住民基本台帳人口 61,000 60,802 60,900 61,000

視察研修参加者数 30 21 28 30

成 果

指 標

△△調査従事率
％ 100 95

【指標の定義（算式等）】

100 100
【指標の定義（算式等）】

視察研修参加率
％ 90 60 80 86

【指標の定義（算式等）】

自治事務は市独自の判断で取り組む事務で、法定受託事務は

本来国や道が実施すべき事務を法律で市が処理することとされ

ている事務です。

目的を具体的かつ明確にするため、対象（誰、又は何

を）と意図（何をねらっているのか、対象をどのような状

態にしたいのか）に分けて記入しています。

過去３年間程度に実施した事業内容を

記入しています。

２１年度に実施を予定している事

業内容を記入しています。

この事務事業実施にかかる人数（人工）で、正職員１人当

たりの年間業務量を１．００としています。

職員の給料、手当、共済費などすべての費用の合計額

の平均で、金額は固定しています。

目的がどの程度達成されているかを測る指標

（できるだけ定式化する）を設定して、その実

績値や目標値を記入しています。

活動した内容が具体的な数値で分かる

ように指標（ものさし）を設定し、その活

動量や実績値、目標値を記入していま

す。

【記載例】
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チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
　△△調査の大半が法定受託事務で行政関与が不可
欠であり、△△協議会との連携は妥当と考える。

整理番号○○-○○
【３ 評　価 （チェック）】

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

3
　研修等の負担補助はあるが、市の△△業務遂行の
ための要素が非常に高く、自己研鑚、個人利益には
つながらない。

評点区分 　　　３　適　　　切　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　１　不　適　切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
　会員相互や他自治体との情報交換、豊富な経験の
積み重ねにより,調査力の向上は図られている。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

2
　経験豊富な△△協議会との連携による△△調査は
概ね効率的と考えられるが、会員の高齢化が進んで
おり、より有効な方法の検討が必要である。

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

－ 現状維持

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事務事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 現状維持

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成22年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【外部評価】 （外部評価委員会による評価 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し

統合

　社会全体の高齢化が進行する中、△△協議会においても同様で、
一方、新規会員の確保が難しい状況にある。
　そのため、協議会とも調整の上、調査員登録制度等の導入に向け
検討を行っていく。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成22年度に向けた具体的な方向性

　自己評価のとおり

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了

「３ 評価（チェック）」を踏まえ、事務事業担

当部局として総合的な観点から判定し、平

成２２年度に向けた考え方や具体的な改善

方法などを記入しています。

内部評価（事務事業担当部局の評価）やヒア

リングを踏まえ、内部評価委員会が事務事業

の今後の方向性を判定し、その説明を記入し

ています。


